
様式第１号（第２条関係） 

ふるさと寄附申出書 

令和 年 月 日  

 岸和田市長 様      

寄附申出者 

フリガナ  

氏名 
（団体の名称及び代表者の氏名） 

 

住所 
（主たる事務所の所在地） 

〒 

電話番号  

Eメールアドレス  

 次のとおり、ふるさと寄附を申し出ます。 

 

１ 寄附金の額   ５０，０００   円 

 

２ 希望する項目について□にレ点を記入してください。 

寄附金の使途

及び寄附金の

内訳をご記入

ください。（複

数選択可） 

☑(1)子どもの健やかな育成環境の充実に関する事業  30,000円 

□(2)だんじり祭等の郷土文化の継承に関する事業    円 

□(3)海から山までの地勢をいかした産業振興及び市街地の形成に関

する事業 

   円 

☑(4)大都市近郊に残る豊かな自然環境の保全及び共生に関する事業 20,000円 

□(5)芸術、文化およびスポーツの振興に関する事業    円 

□(6)生涯にわたる健康推進と福祉の充実に関する事業    円 

□(7)災害に強いまちづくりに関する事業    円 

□(8)新型コロナウイルス感染症その他の感染症に係る対策に関する

事業 

円 

□(9)前各号に掲げるもののほか、市長が魅力あるまちづくりに必要

と認める事業 

 円 

寄附金の納付

方法 

□納付書で納付（振込手数料は無料） 

□ゆうちょ銀行及び郵便局の払込取扱票で納付（振込手数料は無料） 

□現金（窓口に持参又は現金書留で郵送（手数料は負担願います。）） 

氏名等の公表 □公表を希望しない。 

□寄附者の氏名並びに現住所地の都道府県及び市区町村の公表を希望する。 

□寄附者の氏名、現住所地の都道府県及び市区町村並びに寄附金の額の公表を希望す

る。 

３ 寄附金の額に応じた返礼品等をお選びいただき、当該返礼品等の品番、品名及び個数を記入してくだ

さい。ただし、寄附者が本市の区域内に住所を有するもの又は本市の区域内に主たる事務所を有するも

のである場合を除きます。 

品番 品名 個数 

   

   

   

４ 寄附金税額控除に係る申告特例申請書（地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号）附則第２条の

４に規定する申告特例申請書をいう。）の送付 いずれかに○印を記入してください。（寄附者が個人

の場合に限る。） 

○ 希望する。 

 希望しない。 

 

申出日を記入してください。 

左記の必要事項を記入してください。 

既に印字がある場合は、内容に間違いがないかご

確認ください。 

メールアドレスは、返礼品の発送時などのご連絡

に利用させていただきます。 

ご寄附いただける金額を記入してください。 

ご寄附の使い道について、希望される項目に

チェック（レ点）し、右部にその金額を記入※

してください。 

※１項目のみ希望される場合は、「１ 寄附金

の額」と同額を記入してください。 

※複数項目を希望される場合は、合計額が「１ 

寄附金の額」と同額になるよう内訳を記入

してください。 

特例申請について、希望する場合は生年月日を記入してください。 

※特例申請の詳細は裏面をご確認ください。 

生年月日：昭和 50年１月１日 

記入例 

ご希望の納付方法にチェック（レ点）してください。 

※各納付方法の詳細は裏面をご確認ください。 

氏名等の公表について希望するものにチェック（レ点）してくだ

さい。公表は、原則、市のホームページにて行います。 

ご寄附いただく金額に応じ、ご希望の返礼品等の品番・品名・個数を記入してください。 



 

 

 

 

■寄附金の納付方法について  

 

○納付書で納付 

   以下の金融機関でご利用いただけます。（以下の金融機関以外はご利用できません。） 

 

    ・三井住友銀行・池田泉州銀行・りそな銀行・三菱 UFJ銀行・紀陽銀行・みずほ銀行 

・関西みらい銀行・徳島大正銀行・南都銀行・いずみの農業協同組合・大阪信用金庫 

・近畿労働金庫・近畿産業信用組合・ミレ信用組合・成協信用組合 

・近畿２府４県（大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県）内の 

ゆうちょ銀行  

（令和５年４月１日時点） 

   

○ゆうちょ銀行及び郵便局の払込取扱票で納付 

 全国のゆうちょ銀行又は郵便局の払込機能付き ATMでご利用できます。 

  ○現金 

   以下住所にお持ちいただくか、現金書留で郵送 

    

    〒596-8510 

    大阪府岸和田市岸城町７番１号 岸和田市総合政策部企画課 

      

 

 

 ■寄附金税額控除に係る申告特例申請書（ワンストップ特例申請書）について 

 

  以下の２点にいずれも当てはまる方は、ワンストップ特例申請が可能です。 

   ①確定申告が不要な方 

   ②ふるさと納税をされる自治体が５自治体以下の方 

   

  岸和田市では、寄附金受領証明書の送付業務を委託しております。 

ワンストップ特例申請を「希望しない」場合でも、委託事業者から、 

寄附金受領証明書とともにワンストップ特例申請書が届きますのでご了承ください。 

（確定申告をする場合はお手数ですが破棄してください。） 


